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資料番号1概要

資料5

騒※平成30年度~国保広域化による大幅な国保

ヨ三 27~29

「次第4,国保の税率改定案にっいて」に係る資料の見方

制度改革。よって、その前年度までの3年度分の
試算。

※あくまで見込であり、医療費の変動等により大
きく変わる可能性有。

玉

璽収立^

※資料5に基づく収支計画をたて、保険税額の増
がどの程度必要か確認。

※平成28年度からの税率改定で、平成27年度
の赤字分も補てんしなけれぱならない。

※最低限、累積赤字を増やさない要件で作成。

資料6

券 1△き又

資料7

特にご確認いただきたい点

玉

※この赤字額を補てんするための財源を確保する
ことが必要。

※赤字額に応じた税率改定を行い、保険税の収入
をより多くすることを検討することとなる。

※資料2収支計画の3パターンに合わせた税率
改定案

資料4
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口
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※古賀市の国保被保険者の世帯構成別の表。
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玉

資料8

1 ~ 3

メ1

世二些董'ごとの

※本来なら、赤字を補てんするためには、資料のパ
ターン①とするところ。

※しかし、調定額が多く、被保険者負担が大きいた
め、譲歩策として②③を挙げている。

※資料4の世帯区分ごとに、どの所得帯が多いか
を示した表。

※1~25の区分のうち、100世帯以上の12区分
のみを抽出し、所得分布を示したもの。
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資料9

豊税室^

玉

※資料4の、単身世帯・2人世帯・3人世帯からそ
れぞれ世帯数の多いものを選択(区分2・6・16)
し、資料7の税率にあてはめ計算したもの。
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口
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※単身世帯が50%以上を占めている。

※上の項目.世帯人数、左の項目.介護2号被保険
者該当の有無

ーシミュレ^ション

八が 100

資料10

※税率改定パターン別・近隣自治体との比戟及び
順位

※資料4の、単身世帯・2人世帯・3人世帯からそ
れぞれ世帯数の多いものを選択した。(資料3の
区分:2・6・16)

嵩が早づ塑世当塑力
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※一番多い単身世帯(1・2・3)は7割軽減世帯(課
税所得0円)が著しく多い。

※どの所得区分も左から、1番目が7割軽減、2番
目力這割軽減、3番目が2割軽減となる。
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※上記資料番号は次第4,国保の税率改定案についての説明乢臥予定)としています。
※資料4は、次第3.運営協議会の追加資料にっいても使用し、再度次第4でも使用するため資料番号が
前後しています。
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1苗{百八)がどの一目

※世帯数は少ないものの、高額所得世帯は、増額
幅が大きい。

と比童六して
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※現行税率では安い方から数えて、35自治体中1
0位以内だった順位が、各税率パターンに当てはめ
た際の変化。

※どの税率をあてはめても高い方になる。

※ただし、しぱらく税率改定をしていない自治体も
多いため、平成30年度の広域化までには変動の
可能性は高い。
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